
 

本校のルールについて                                               

兵庫県立西宮南高等学校  

 生徒指導部  

 

下の規定項目は、生徒指導関係の規定の抜粋です。規定は、学校の規律を守り、

自己実現に向けよりよい学校生活を送るため、保護者・生徒・教職員が共通理解の

もと取り組むためのものです。保護者の皆様には、健全な学校生活に向け、「校則」

へのご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

１．服装(制服)【正しい着こなしであること】  

  ・制服は、夏服・合服・冬服があるが各自の体調・気候に合わせ着用すること。  

ただし、式典・行事等については、ブレザー着用等別途指示する。  

  ・指定のセーター・ベストを着用し、指定以外のものは着用しない。 

  ・靴下は、白・黒・紺・灰色の単色とし、ワンポイントは可とする。  

 ・防寒具の着用は、教室に入るまでとし、授業中は不可とする。 (体育時は除く ) 

 

※ 制服は次の２種類から、選択して着用すること。【令和６年度より】  

 

【スラックスタイプ】  

冬 服 Ａ：長袖カッターシャツ、ネクタイ、ズボン、上着  

     Ｂ：長袖カッターシャツ、ネクタイ、ズボン、ベスト、上着  

Ｃ：長袖カッターシャツ、ネクタイ、ズボン、セーター、上着  

夏 服   ポロシャツ、ズボン  

 

【スカートタイプ】  

冬 服 Ａ：長袖ブラウス、リボンタイ、スカート、上着  

      Ｂ：長袖ブラウス、リボンタイ、スカート、ベスト、上着  

      Ｃ：長袖ブラウス、リボンタイ、スカート、セーター、上着  

夏 服   ポロシャツ、スカート  

 

 

２．頭髪・化粧【清潔感のある恰好であること】  

・自然な髪を保ち、パーマ・脱色・染色・エクステンションや奇抜な髪型は認め

ない。 

・化粧・マニキュアなどは禁止とし、装飾品も身に着けないこと。  

 

 

３．携帯電話（スマートフォン）【校内・登下校中は使用禁止（緊急時・災害時は

除く）】 

  ・持ち込む場合は必ず電源を切り、カバンに入れておくこと。  

・SNS（LINE など）の利用は、いじめや犯罪行為につながる危険性を秘めていま

す。写真や動画等の安易な投稿や、知らない人との接触は避けましょう。  

 

 

４．登校指導 

  ・混雑緩和のため、登校時間に時差を設けています。(SHR 開始時刻１年 8:30、２年

8:35 、３年 8:40)５分前には、校門を通過すること。状況に応じて変更の可能性

もあります。  

 



 

 

５．自転車通学（許可者のみ） 

  ・交通ルールを守り、加害事故や被害事故を防ぐこと。万一事故が起きた場合は

正しく対応すること。（救急要請・警察への連絡・加害事故の場合謝罪  など） 

  ・指定場所に駐輪すること。 

  ・ラベル (鑑札)がついた自転車で登校すること。無鑑札自転車の使用は不可。  

  ・自転車のブレーキ・ライト・鍵・スタンド等の整備に心がけること。  

・自分の命を守るためにも、前向きにヘルメットを着用しましょう。 

・雨天時はレインコート(学校指定)を着用すること。（傘さし運転は一切禁止）  

  ・万が一の賠償・補償に備え、自転車保険に加入(任意保険 )してください。 

 

 

６．その他 

  ・アルバイトは原則禁止です。やむを得ずアルバイトが必要な生徒は担任に相談

すること。  

  ・バイク・自動車の免許取得（乗車）は禁止です。またバイクへの同乗（保護者

の運転は除く）についても禁止です。  

  ・悩みの相談等はキャンパスカウンセラーによるカウンセリングを月２回程度実

施しています。  

  ・いじめは絶対に許されない行為です。お互いの「思いやり」と「気づかい」で

いじめのない健全な学校生活を送ること。  

・校内での選挙活動・投票活動は禁止です。校外においても違法なもの、暴力的な

もの、また、そのおそれのあるものについては関わらないこと。  

 

 


